
     

 国土交通省近畿運輸局 

 

 

 

 

令和５年９月１２日 

 

能勢電鉄株式会社の鉄道事業（鋼索鉄道）を廃止する届出に係る 
廃止の日の繰り上げの是非の通知について 

           

令和５年６月２３日付けで能勢電鉄株式会社から鉄道事業（鋼索線：黒川～ケーブル山上

0.6km）を廃止する届出があり、本日、近畿運輸局長から能勢電鉄株式会社に対して、下記のと

おり通知いたしましたので、お知らせします。 

なお、当該通知が行われた旨は、関係地方公共団体にも通知しております。 

 

記 

 

【通知内容】 

「第一種鉄道事業（鋼索鉄道）の廃止について、廃止の日を繰り上げたとしても公衆の利便を

阻害するおそれがないと認める。」 

 

≪参考≫ 

廃止届出の概要 

①届出事業者 

能勢電鉄株式会社（取締役社長 西中 哲郎） 

  ②届出日 

令和５年６月２３日（金） 

  ③通知事項 

   鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）第 28 条の２第３項の規定による第一種鉄道事業の 

   廃止の日の繰り上げの是非の通知 

④廃止届出のあった路線 

   鋼索線（黒川～ケーブル山上 ０.６ｋｍ） 

⑤廃止を予定する日 

令和６年６月２４日（月） 
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問い合わせ先 

鉄道部監理課 山本・重末 

（電話）０６－６９４９－６４３９ 

配付先 

青灯クラブ 

 近畿電鉄記者クラブ 


